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小学校の建設・ 運営を決定し ， 明治 2 年（ 1869） には地域

から の拠出等で 64 校の番組小学校が開設さ れた。 こ の小

学校は教育の他に戸籍取調べや警察官の屯
と んし ょ

所， 消防署など

様々な行政を兼務し ， 町の総合庁舎と し ての役割も 果たし

ており ， 学区意識の定着と 自治活動の推進に大きく 役だっ

た。

　 こ の近代化の過程で， 京都の自治の力を 見せつける 大

きな出来事が 2 つあっ た。 1 つは琵琶湖疏水の着工であり ，

も う 1 つは学区存廃の問題である。

　 明治 14 年（ 1881） に府知事に就任し た北垣知事によ り

事業化さ れた琵琶湖疏水は， 事業決定までに工事費の捻出

と いう 大きな問題を解決せねばなら なかっ た。 まず， 政府

の主要閣僚の賛成を取り 付けて， 産業基立金（ 下賜金） と

国補助で実施する計画の「 起工伺」 は政府の意見がまと ま

ら ず返却さ れてし まっ たため， 上京区会と 下京区会で構成

さ れる上下京連合区会は直接政府に働きかけて， 再度， 起

工伺を提出し ている。 次に， 内務省から 求めら れた大幅な

計画変更に膨大な費用が必要になっ たこ と から， その増額

分の負担について上下京連合区会で激し い議論がおこ なわ

れた結果， 市民から の賦課金で補填するこ と を了承し ， よ

う やく 着工に至っ たのである。 結局， 京都府知事が事業化

を進めた琵琶湖疏水事業ではあっ たが， 事業の必要性と 工

事費をめぐ っ ては上下京連合区会が主導的立場で臨み， そ

の増額分を市民自ら の負担でおこ なう こ と を決意し て動き

出し たのである。 近代化の基礎を築いた琵琶湖疏水が， 自

治の力で大きく 動いていっ たと いう こ と である。

　 学区存廃の問題では， 明治以来， 小学校の設立・ 運営は

地域と 学校が担っ てき たが， 明治 32 年（ 1899） に国の小

学校設備準則が改定さ れてその設備や運営の費用が新たな

負担と し て地域に負わさ れるこ と と なっ たため， 学区間の

格差がさ ら に拡大するこ と と なっ た。 その上， 日露開戦に

伴う 重税の負担なども 加わり ，同 38 年（ 1905）の市会で「 現

学区制度廃止に関する建議」 が提案さ れ， 採択さ れた。 し

かし 学区学務委員を組織し た京都市連合学務委員会は， 同

年， 学区統一説を圧倒的多数で否決するなど反対の論調も

強かっ たこ と から， 市参事会１ ） は十分な調査・ 審議を お

１ 　 自治の風土

　 京都は， 固有の地形・ 水系・ 盆地景の下で都と し て， ま

た， 職・ 住が共存し 政治・ 経済・ 文化・ 観光・ 情報のあふ

れる， コ ンパク ト でネッ ト ワーク さ れた町と し て歴史を築

いてきた。 そし て， それら を支え育んできたも のが， 暮ら

し や営みの中で築かれた自治の風土であっ た。

（ １ ） 町の成り 立ち

　 正方形街区を基本と する平安京の町割は， 街区を横に 4

区画， 縦に 8 区画（ 四行八門） に切り 分けて建物を 建て

るこ と を想定し た造り と なっ ている。 し かし ， 道が生活空

間の中心になるにつれ， 道路に面する住戸の並びが町を形

成し ていっ た。 戦乱の時代になると ， 防衛のし やすさ 等の

理由から 道を 挟んで向かい合う 2 つの町が合同する 形で

新たな町である「 両側町」 が誕生し ， その後の京都の自治

組織の基盤と なっ た。 応仁の乱で焦土と 化し た京都の町を

復興するため， 京都の住人は乱を契機に自治組織を発展さ

せ，16 世紀中頃には地域ごと に「 町組」 が結成さ れていた。

そし て， 商工業の発展と と も に町衆が生まれ， 上京と 下京

に商工業者が集積し ， より 強固な自治意識と 両側町の自治

組織が出来上がっ ていっ た。

　 江戸時代になっ て幕府は京都の町
ちょ う

共同体の自立性を尊重

し ， 町組の存続を認める一方で， 町人同士が定めた規則で

ある「 町
ちょ う し き も く

式目」 等を利用し ながら 規制や法令を伝達すると

いう システムを確立するこ と により 行政をおこ なっ た。 今

日の町並み景観に関連するも のでは， 幕府が 3 階建てや 3

間を超える梁間を禁じ ， 周囲と 見合う 高さ の整地を定める

法令を打ち出す一方で， 町によっ ては職種や建物のデザイ

ンなどを独自に町式目で定めるなど， 各地で整っ たまちの

景観が生み出さ れてきた。

（ ２ ） 近代化の過程で発揮さ れた自治の力

　 東京遷都で中心部が空洞化し た京都は， 危機的な状況を

打開するため， 琵琶湖疏水を始めと する近代化事業を積極

的におこ ない，市街地の景観にも 大きな変化が現れた。人々

の生活面では， 明治になっ て町組から 上京 33 組， 下京 32

組に組み替えら れた「 番組」 が京都府から の告諭を受けて
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こ ない満場一致で学区廃止を否決し ， 代わり に学区の教務

及び経費の統一を可決し た。 こ れを受け， 翌年， 市長は学

区制度存続を認めたのである。

　 こ のよう な自治の風土によっ て， 京都の近代化から 現代

につながる町の姿が整えら れ， 地域における様々なまちづ

く り の取組がおこ なわれてきたのであり ， いわば自治の風

土が京都の景観に大きく 作用し てきたと いえるだろう 。 そ

こ で， 京都市制や景観論争の中で作ら れてきた京都市の景

観政策について整理し ， 京都の文化的景観を考える際の基

本的視点を提示する。

２ 　 京都市制と 都市政策

（ １ ） 京都市域の拡大と 都市政策

　 京都市は明治 22 年（ 1889） の市制・ 町村制の施行によ

り 誕生し たが， 京都市長は市制特例の適用により 京都府知

事が兼務し た。 と こ ろが市民に身近な行政である区はこ の

10 年前に設置さ れ， 上京区と 下京区が区長と 区会のも と

で運営さ れていた。

　 京都市独自の市長が誕生す る のは 9 年後の同 31 年

（ 1898） のこ と であり ， 京都市はその日をも っ て市役所開

①京都市域　 明治 12 ～ 21 年（ 1879 ～ 1888） ②京都市域　 大正７ 年（ 1918）

③京都市域　 昭和６ 年（ 1931）

図１ 　 京都市域図・ 京都都市計画区域図（ 京都市市政史編さ ん委員会編 2009『 京都市政史』 第１ 巻）

④京都都市計画区域　 大正 13 年（ 1924）
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たら し ， 特に名勝・ 景勝地の風致に深刻な影響を与える結

果と なっ たこ と から ， 次項に述べるよう な風致地区制度を

活用し た対策が実施さ れていく こ と になる。

（ ２ ） 戦後復興から 政令指定都市へ

　 戦後になっ て京都市は， 中川村などの山間地や岩倉村，

大原村などの北部地域， 大枝村や久我村などの西部及び南

部地域を次々と 編入し ，昭和 25 年（ 1950） には戦前の約 1.9

庁と し ている。 こ のと きの市域は， 同 12 年（ 1879） に洛

中に設置さ れた上京区及び下京区と ， 同 21 年（ 1888） に

両区に編入さ れた鴨川東岸の 9 ヵ 村等の合計 29.77㎢で

あっ た。 初代市長の内貴甚三郎はこ の京都市の将来構想で

ある“ 京都策” を「 東方ハ風致保存ノ 必要アリ 」「 北方ハ

西陣アッ テ尚現況ヲ 維持シ」「 名所旧跡ノ 保存ハ京都ト シ

テ決シテ放棄スベカ ラ ザル事業ナリ 」 等と 市会の場で演説

し ， 東山の風致保存， 西陣の商工業の維持， 文化遺産の保

存を訴えている。

　 京都の近代化に伴っ て都市が急速に膨張し ， 京都市は大

正から 昭和初期にかけて大規模な市町村合併を ２ 度おこ

なっ ている。 まず， 大正 7 年（ 1918） に白川村， 衣笠村，

朱雀野村， 大内村， 七条村など周辺 16 ヵ 村を編入し ， 市

域が 2 倍（ 60.43㎢） に拡大し た。 翌年には（ 旧） 都市計

画法が制定さ れ， 同 11 年（ 1922） に京都都市計画区域が

決定さ れたが， 同 7 年に拡大し た市域は全て京都都市計画

区域に含まれており ， 京都市周辺部の都市整備を一体的に

進めるため先行する形で編入がおこ なわれたも のと 考えら

れる。

　 こ のと き設定さ れた京都都市計画区域は，「 京都市繁栄

の中心たる四条烏丸を中心と せる半径 6 里の円圏内に包含

せら るる範囲は将来交通機関の整備に伴ひ京都市と 極めて

密接なる関係を有すへきも のと 予想せら るるを以て（ 中略）

1 市 30 ヵ 町村の全部及 6 ヵ 町村の一部を京都都市計画区

域に選定」 し ており ， 京都市域面積の約４ 倍に相当する

92 平方里を 区域に指定し たのである。 こ の広範指定の理

由について， 市の西部から 南部に亘る近郊の一部及び宇治

川沿岸は， 水運の便を図ると と も に低湿地の改良をおこ な

えば絶好の工業地域と なるこ と ， 商工業の発展を期すると

と も に公園都市たる特徴をますます発揮さ せるために膨大

な山地を含めるこ と などが設定理由書に記さ れている。 つ

まり 工業都市と 公園都市を視野に入れた広域都市圏を京都

都市計画区域に設定し たと いう のである。

　 次に市域を拡大するのは昭和 6 年（ 1931） のこ と である。

都市の膨張が更に進み， 京都都市計画区域に含まれる周辺

の市町村と の一体的な都市整備を進める必要から， 山科町，

伏見市， 深草町， 醍醐村など 27 ヵ 市町村を編入し ， あわ

せて右京区と 伏見区を新設し たのである。 こ のと き市域は

一挙に約 4.8 倍（ 288.65㎢） に拡大し ている。

　 こ のよう な急激な都市の膨張は各地に様々なひずみをも

①京都市域　 昭和 23 ～ 25 年（ 1948 ～ 1950）

図２ 　 京都市域図（ 京都市市政史編さ ん委員会編
2009・ 2012『 京都市政史』 第１ ・ ２ 巻）

②京都市域の拡大
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えになっ たと いう も のある。 こ の問題は昭和 2 年（ 1927）

の東山景観論争３ ） へと 発展し ， 東山山頂に至る ケーブル

カ ー等の設置をおこ なう かどう かが， 東山の景観をめぐ る

論争と し て新聞紙上で争われた。 こ れについて府知事は，

京都の景観が極めて貴重であると の認識から ，「 日本に於

ける宝物であるのみなら ず， 世界の宝物である」 と 述べて

いる。 こ れら は京都における景観論争の初期のも のである

が， こ れら の議論によっ て景観対策の枠組みが作ら れてい

く のである。

　 さ ら に 1920 年代には， 市電敷設のための道路拡築路線

決定において高瀬川保存問題４ ） や堀川暗渠化問題５ ） が激

し く 議論さ れており ， その結果， 前者では市電の予定路線

を木屋町通から 河原町通に変更し て高瀬川を保存し ， 後者

では堀川を暗渠や埋立と せず道路拡幅の際に石垣を築造・

修築するこ と になっ た。 こ こ で興味深いのは， こ れら の議

論が広範囲にわたっ ておこ なわれた結果， 機能性・ 歴史的

価値・ 景観などが比較衡量さ れ， 二者択一ではなく ， いろ

いろな価値を生かす形で結論が導かれているこ と である。

（ ２ ） 風致地区の指定

　 都市の急激な膨張による諸問題に対処するため， 大正 8

年（ 1919） の（ 旧） 都市計画法の制定を受け， 京都府は同

11 年に京都都市計画区域を定めた。 こ れにより ，「 風致又

は風紀の維持」 のため風致地区を定めるこ と ができるこ と

と なり ， 府と 市で検討が開始さ れた。 当時， 東山景観論争

や高瀬川保存問題などが起こ る中， 内務省は京都の景観を

守る ため昭和 4 年（ 1929） に風致地区指定の原案を 都市

計画京都地方委員会に提出し ， 同委員会から の追加提案を

受けた修正をおこ ない， 翌年， 風致地区を指定し た。

　 当初指定では， その理由と し て「 京都市は古来山紫水明

の地と し て知ら れ， し かも 古き歴史を有し ， 他に類例を見

ざる優雅なる都市と し てその美を誇り ， も っ て今日に至り

たるも のなるをも っ てその特色をし て永遠に保持するは京

都都市計画上最も 重要なるも のと す」 と し ，「 京都の地勢

を大観するに， 東， 西及北の三方は翠
すいら ん

巒を以て圍
いにょ う

繞せら れ，

鴨， 桂の清流はその懐を南流す　 而し てこ れら は皆
つ と

夙に著

名なる 景勝の地にし て（ 中略） 山々及その山麓一帯の地

は（ 中略） 近時市街地の膨張に連れこ れら 景勝の地も 動も

すればその特色を滅却せら るるの虞
おそれ

あるを以て（ 中略） 風

致地区に指定し ， 風致維持に影響を及ほす虞ある行為を禁

止制限せんと するも のなり 」 と し ている。 こ の時， 1. 風致

倍の面積（ 549.79㎢） が市域と なっ ている。 こ れには次に

述べる 特別市制２ ） を有利にする意図があっ たと いわれて

いる。

　 京都市は 1920 年代から 特別市制の制定を求める運動を

展開し ， 戦後になっ てよう やく 地方自治法に大都市を特別

市にし 得る規定が盛り 込まれたこ と から， その実現に向け

た取組をおこ なっ た。 し かし ， その指定要件が当該府県全

般の住民投票で賛成多数と なる こ と と さ れ， 府県側の反

対が強かっ たため特別市は実現し なかっ たが， 昭和 31 年

（ 1956） の地方自治法改正により 特別市制度に代わっ て政

令指定都市制度が始まっ たこ と から， 京都市は大阪市・ 名

古屋市・ 横浜市・ 神戸市と と も に政令指定都市と なっ た。

こ の結果， 風致行政と 屋外広告物行政が府から 市に移管さ

れている。

　 こ の時期， 大都市では市域面積や人口規模を競う よう な

拡張がおこ なわれており ， 京都市も 昭和 32 年（ 1957） か

ら 同 34 年（ 1959） にかけて淀町， 久世村， 大原野村など

を編入し ている。

　 その後， 平成になっ て国が進める大合併政策の下で平成

17 年（ 2005） に京北町を 編入し ， 今日の市域 827.83㎢が

確定し た。

３ 　 景観論争と 景観政策

（ １ ） 都市の膨張と 風致の維持

　 明治末期から 大正にかけての近代化で景観論争のはし り

と なっ た問題が２ つあっ た。 1 つは鴨東線問題であり ， も

う 1 つは円山索道（ ロープウェ イ ） 問題である。

　 前者は， 五条―丸太町間の鴨川運河東側堤上に電鉄軌道

を 敷設し よ う と する も ので， 京都市は明治 42 年（ 1909）

に予算化し て京都府に申請をし たのだが，「 風致」（ 景観）

保存に好まし く ないと の理由で府知事は承認し なかっ たの

である。 その後， 京阪電車や京都電鉄も 出願し ているが府

知事は同じ 理由で不許可にすると 内務省に進達し ている。

最終的には丸太町―三条間を削除するこ と で認可が下り た。

　 後者は， 明治 43 年（ 1910） に円山公園から 東山山頂の

将軍塚に至る遊覧索道の計画が京都市に出願さ れた問題で，

市会は当初， 公園の「 風致」 に差し 支えない限り 異論がな

いと し ていたが， 京都府がなかなか認可し ない中， 市会も

「 風致」 保存の立場から 反対の空気が強まり 計画は立ち消
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都にも 新幹線が乗り 入れ， 名神高速道路の敷設， 東山（ 五

条） バイ パスの建設， 阪急の路線延長など， 交通アク セス

は飛躍的に向上し ていっ た。

　 1950 年代後半になっ て国際会議場の建設計画が持ち上

がり ， 京都市はその誘致活動を活発に展開し た結果， 宝ヶ

池方面での建設が決定さ れた。 その際， 国から 交通基盤の

整備や周辺環境・ 景観の整備が求めら れたこ と から 洛北方

面への開発圧力が高まる中， 国際会議場にふさ わし い環境

を保持する ため， 昭和 35 年（ 1960） に岩倉・ 静市・ 上高

野の 1,684ha を風致地区に指定し ている。 道路整備や区画

整理事業の初期の段階で景観対策を積極的に講じ ておく こ

と により ， 現在の良好な住宅地が形成さ れたと いう こ と で

ある。

　 こ のよう な中， 京都市は昭和 41 年（ 1966） に「 京都市

長期開発計画案」 を発表し ， 産業都市と 歴史都市と いう 顔

を併せも つ京都市の今後のあり 方と し て， 現状のまま保存

すべき地域， 都市と し て積極的に開発を図るべき地域， こ

れら の中間にあっ て調整すべき 地域の 3 つの地域に区分

し ， 保全及び調整地域を東海道線の北側に， 開発地域を南

側に配置する， いわゆる“ 北部保全・ 南部開発” を打ち出

し ている。

　 し かし ， 高度成長はその副作用と し て様々な景観問題を

惹起し た。 その象徴的なも のが双ヶ 岡の売却問題や京都タ

ワーの景観問題であり ， こ れら を契機と し て現在につなが

る景観対策の大枠が作ら れていく 。

　 双ヶ 岡は昭和 16 年（ 1941） に名勝に指定さ れ， 風致地

区にも 指定さ れていたが， その一部が個人に売却さ れホテ

ルなどを建設する計画が持ち上がっ た。 と こ ろが文化財保

護法や都市計画法では開発を禁止するこ と が困難であっ た

こ と から ， その保存が国を巻き込む大きな社会問題と っ て

いっ た。 こ れに対応するため， 超党派の国会議員が「 古都

における歴史的風土の保存に関する特別措置法」 案を議員

立法と し て上程し ， 昭和 41 年に公布さ れた。 こ の法によ

り ， 歴史的風土特別保存地区に指定するこ と で， 行為の禁

止を含む特に厳し い規制を加えるこ と が可能と なり ， 土地

所有者が買い取り を申し 出た場合は府県（ 京都市の場合は

市） が買い入れをおこ なう 制度が設けら れた。 そこ で京都

市は同 42 年（ 1967） に大文字山， 清水， 嵯峨野， 嵐山な

ど 10 地区 1,337ha を歴史的風土特別保存地区に指定し た。

双ヶ 岡の売却問題は， 同 54 年（ 1979） に京都市が国と 府

の最も 破壊さ れやすいと 認めら れる山地部（ 東山， 吉田山，

北山， 比叡山など）， 2. 風致上最も 考慮を要すると 認めら

れる平地部（ 鴨川及びその沿岸， 岡崎公園， 植物園など），

3. １ 及び 2 に接する所で風致上重要と 認める箇所（ 鴨川・

高野川合流点付近など） を指定し ， あわせて， こ れら 以外

にも 風致の秀でた所があるので， 追っ て決定する都市計画

の公園， 遊覧道路等の計画と 関連し て指定するこ と と し た。

　 こ の風致地区指定案に対し 各地で地区指定の要望が出た

こ と から ， 翌年には更なる調査や都市計画区域の拡大など

を理由に， 1. 在来の都市計画区域のう ち平地部で風景の勝

れた土地（ 相国寺， 大徳寺， 大覚寺及びその付近地など），

2. 御苑その他御料地の風致を保存するための付近地（ 御苑

の周囲， 二条離宮の周囲など ）， 3. 都市計画区域の変更に

よっ て新たに編入の必要がある個所（ 山科町及び醍醐村の

山地並びに平地）， 4. 公園及び公園道の候補地で風致維持

の要あり と 認める箇所を追加し ている。 ちなみに都市計画

区域が拡大さ れた山科町と 醍醐村は昭和 6 年に京都市に編

入さ れている。

　 さ ら に翌年の同 7 年（ 1932） には 3 回目と し て， 船岡

山一帯の都市計画公園事業の決定に合わせ， その隣接区域

を風致地区に追加指定し ている。

　 こ れら 3 回の風致地区指定は戦前におこ なわれたも ので

あるが，「 近時市街地の膨張に連れこ れら 景勝の地も 動も

すればその特色を滅却せら るるの虞
おそれ

ある」 と し て名勝・ 景

勝地を指定し ， その面積は約 7,861ha， 京都市域の 27％を

占めている。

　 戦後になると ， 昭和 24 年（ 1949） に「 戦時及び戦後に

は風致の破壊が著し く ， 殊に近来都市の膨張と 土地の開発

によっ て未指定地の慰楽景勝地がややも すればその景趣を

失われんと する虞れがある」 と し て深草・ 桃山・ 原谷周辺

が， 翌年には「 市域編入地の風致景勝地」 の維持を目的に

八瀬・ 鞍馬が追加指定さ れている。

（ ３ ） 高度経済成長と 景観対策

　 昭和 30 年頃から 同 45 年頃までの高度経済成長期には開

発の波が京都にも 押し 寄せ， 京都の景観に対する大きな脅

威と なっ ていっ た。

　 太平洋ベルト 地帯に建ちなら ぶ工場群に日本中から 人々

が集まり 急速な都市化が進行し ， 京都でも 市街地周辺の農

地や山すそが開発さ れ， 市街地では中高層建築物が建っ て

いっ た。 また， 新幹線や高速道路などの国土開発に伴い京
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受け， 国は昭和 50 年（ 1975） に文化財保護法を改正し て

伝統的建造物群保存地区制度を創設し たこ と を受け， 京都

市の 2 つの特別保全修景地区は重要伝統的建造物群保存地

区に選定さ れた。

（ ４ ） バブル経済と 景観対策

　 1980 年代中頃から 始まる バブル経済期には， 全国的な

開発ブームが巻き起こ っ た。 京都の市街地も 民間事業者に

よる無秩序な開発が目立ち， 投資用の高層マンショ ンや高

層ビルなど建築物の高層化が一層進んでいく 。 こ のよう な

中， 京都市は昭和 63 年（ 1988） に市街地環境の整備改善

をおこ なう 一定の開発に対し ， 容積率や高さ の制限の緩和

を認める「 総合設計制度」 の運用を開始し た。 建物の高さ

はこ れまで 45m までだっ たが， こ れにより 60m まで可能

になるこ と から ， 高さ 規制のあり 方が議論と なっ たのであ

る。 平成 2 年（ 1990） になっ て京都ホテルと 京都駅の改築

計画が明ら かになり ， 通常の高さ 制限を大幅に上まわる計

画が示さ れたこ と から ， 古都京都の景観のあり 方が再び大

きな議論と なり ， 市民の中にも 大きな対立が起こ っ た。 バ

ブル経済期にはこ れら の高さ 問題のほか， ゴルフ 場などの

リ ゾート 開発や市街地の里山開発などの自然景観の変貌が

問題と なり ， 開発地では建築制限いっ ぱいに建てら れ， 周

囲の環境や景観を無視するかのよう な建築物の建設があい

つぎ， こ れまでの制度だけでは景観や環境の保全が困難で

あるこ と が明ら かになっ た。 一方， 住民の間では自ら のま

ちを守ろう と し てまちづく り 憲章やまちづく り 宣言をつく

る動きが広がり ， 中京区笹屋町などでは法的手段と し て建

築協定や地区計画を策定する地域も あら われた。

　 そこ で京都市は平成 3 年（ 1991） に「 京都市土地利用

及び景観対策についてのまちづく り 審議会」 を設置し ， 土

地利用と 景観対策を総合的に捉えた方策の検討を始め， 翌

年に最終答申がまと めら れた。 こ れを受け京都市は， ①北

部・ 三山周辺を「 自然・ 歴史的景観保全地域」， ②都心部

を「「 調和を基調と する都心再生地域」， ③南部を「 新し い

都市機能集積地域」 と 位置付け， それぞれの地域の特性を

活かす計画的な土地利用を推進するこ と（ いわゆる「 保全・

再生・ 創造の都市づく り 」） を土地利用の基本方針と する

「 新京都市基本計画」 を平成 5 年（ 1993） に策定し ， 具体

的な景観対策を同 7 年（ 1995） から 順次実施し ていく 。

　 まず， 自然景観の保全では， 市街地から 眺望する山並み

の風景は貴重な文化的資産であると し て自然風景保全条例

の補助を受けて売却予定地を買い上げ， よう やく 解決をみ

た。 その後，京都市は双ヶ 岡全域を整備し ，同 62 年（ 1987）

に名勝公園と し ている。 し かし ， こ の特別保存地区の指定

は土地所有者に厳し い制限を課すと と も に， 買い上げに多

額の財政負担を伴う こ と から 枢要な部分を構成し ている地

域に限ら れた。

　 京都タ ワーは全国のタ ワーブームに乗っ て高さ 131 ｍ

のも のを京都駅前に建設し よう と するも のであっ たが， 古

いたたずまいの京都の雰囲気を壊すと 建設中止を求める運

動が起こ り ， 景観問題へと 発展し ていっ た。 こ のタ ワーは，

高さ 31 ｍのビル部分までが建築物でその上部のタ ワーは

工作物と いう 建築基準法の規定から， タ ワー部分が高さ 規

制の対象になら ないまま建設がすすめら れていっ た。 こ の

よう な建物の高さ をめぐ る問題は京都タ ワーに限ら ず市街

地で建設が進む高層ビルでも 同様に起こ っ てきたこ と から，

こ れまでの風致や屋外広告物の対策だけでなく 市街地の景

観対策も 強く 求めら れた。 こ のよう な歴史的な市街地景観

の保全制度は， 京都のみなら ず， 全国から も 期待さ れた。

　 そこ で京都市は昭和 45 年に，「 本市市街地における 景

観の保全・ 整備対策， 特に当面必要と さ れる 施策につい

て」 京都市風致審議会に諮問し ， 翌年， 答申がまと めら れ

た。 こ れを受けて京都市はシンポジウムやアンケート など

景観に対する市民理解を得る取組を進め， 同 47 年（ 1972）

に全国に先駆けて市街地景観条例を制定し た。 こ の条例に

より ， ①「 美観地区」 の種別基準を定めて地区指定を進め

るこ と ， ②伝統的な建造物などが趣のある町並み景観を形

成し ている地域を「 特別保全修景地区」 と し て指定し 保全

を図るこ と ， さ ら に工作物についても ③美観地区で「 工作

物規制区域」 を， ④幅広い地域で「 巨大工作物規制区域」

を指定し ， 高さ やデザイ ンなどを規制するこ と を明確にし ，

それぞれの地区・ 区域を順次指定し ていっ た。 さ ら に， 建

築基準法改正により 建築物の高さ 制限が低層住宅地を除き

撤廃さ れたこ と から ， 京都市は同 48 年（ 1973） に高度地

区を市街地の大半に指定し ， 10m・ 20m・ 31m・ 45m の 4

段階の高さ 制限を京都市独自におこ なっ た。

　 こ う し て建造物と 工作物に関する景観対策の枠組みが整

えら れていっ たのである。こ の時，美観地区は御所・ 二条城・

東西本願寺・ 東寺・ 鴨川・ 鴨東・ 清水の周辺 7 地区， 合計

932ha に指定さ れ， 特別保全修景地区は産寧坂地区と 祇園

新橋地区に指定さ れた。 なお， 全国の町並み保存の要請を
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据えた歴史都市・ 京都の景観づく り を始める。 こ の審議会

から の答申をも と に作ら れた新景観政策は， 政策の立案・

決定過程において長年培っ てきた自治の力が十分に発揮さ

れたも のと なっ ており ， また政策実施後の展開においても

自治の力を活かし た取組がおこ なわれ， 日々進化する政策

と し て機能し ている。 そこ で， 平成 19 年（ 2007） 9 月に

施行さ れた新景観政策について詳細にみておく 。

４ 　 新景観政策

　 新景観政策は表 1 に示すよう に， ①建物の高さ 規制の見

直し ， ②建物等のデザイ ン規制の見直し ， ③眺望景観や借

景の保全， ④屋外広告物対策の強化， ⑤京町家などの歴史

的建造物の保全・ 再生の５ つの柱と その支援制度から なる

総合的な政策であり ， し かも 京都市全域で実施さ れたも の

である。

　 こ のパッ ケージ化さ れた総合的な政策を実施するため，

都市計画法， 景観法， 屋外広告物法などの活用をはじ め，

京都市の景観， 風致， 屋外広告物などに関する条例を改正

し ， 更には眺望景観創生条例や高度地区特例許可に関する

条例を新たに創設し た。 実に 6 つの条例制定・ 改正と ， 都

を創設し ， 市街化調整区域の大部分を同条例の「 自然風景

保全地区」 に指定し た。 あわせて古都保存法の「 歴史的風

土特別保存地区」 を 2 倍近く に拡大する措置を講じ た。

　 次に， 市街地景観の保全では， それまでの市街地景観条

例を全面改正し ， 美観地区を細分化し て高さ やデザイ ンを

細かく 規制すると と も に， 巨体工作物規制区域制度から 建

築物を含む建造物修景地区制度に改正し ， 景観特性にふさ

わし い建造物を求めた。 そし て， 美観地区は西陣・ 洛央・

伏見地域が追加指定さ れ， 既存地区の拡大と 合わせて 2 倍

近く に広がっ た。 また， 歴史的な町並みや地域色豊かな町

並みを保全する制度と し て， 厳し い規制と 修理・ 修景費の

助成を組み込んだ， 現在の歴史的景観保全修景地区と 界わ

い景観整備地区の 2 つの地区指定制度を設けると と も に，

個々の建造物の指定制度と し て歴史的意匠建造物制度を創

設し た。 こ の他， 地域住民による自主的な景観まちづく り

の取組への支援と し て市街地景観協定なども 制度化し てい

る。

　 さ ら に， 高さ 規制で はこ れま で 4 種類だ っ たも のに

15m 規制を加え， 低層住宅地に隣接する 20m 高度地区な

どを 15m 高度地区に変更し ， 三山の景観保全を図るこ と

と し た。

　 こ のよう な一連の景観対策が準備さ れる中で， 平成 6 年

（ 1994） に「 古都京都の文化財」 が世界遺産に登録さ れた

のである。

（ ５ ） 総合政策と し ての新景観政策

　 1990 年代に入っ てバブル経済が崩壊し 景気低迷の時期

が続いた。 こ れまでの一連の景観対策によっ て古都京都の

景観も 落ち着きを取り 戻すと 思われたが， 経済の低迷によ

り 地場産業の不振や地価の急激な変動を背景に， 職住が共

存する趣ある景観を形成し ていた歴史的市街地が空洞化す

る一方で， 京町家が除却さ れた跡地に高層マンショ ンが建

ち並び， 京都ら し い町並みや居住文化が大きく 変容する恐

れがあっ た。 また三山の眺望をはじ めと する貴重な景観が

消失するなど， 京都ら し い景観がいつのまにか急速に失わ

れつつあっ た。 ク リ ーピング・ ディ スト ラ ク ショ ンと よば

れる， 徐々にではあるが構造的な景観の変容が進んでいっ

たのである。

　 そこ で京都市は， バブル経済から 20 年が経過し た平成

17 年（ 2005） に「 時を 超え光り 輝く 京都の景観づく り 審

議会」 を 立ち 上げ， 50 年後， 100 年後の京都の将来を 見

表１ 　 新景観政策の５ つの柱（ 概要）

①建物の高さ 規

制の見直し

新景観政策以前の高さ の最高限度が 10m ， 15m ， 20m ，

31m， 45m の 5 段階で あ っ た も のを ， 45 ｍ を 廃止し

12m と 25m を 加えて 6 段階と し ， それぞれの市街地特

性に応じ て配置さ れた。 その結果， 都心部で は幹線道

路沿道の最高限度が 45 ｍから 31 ｍに， その内側の歴

史的市街地で は 31 ｍから 15 ｍになる など， 市街地全

体の約 3 割の区域で高さ の最高限度が引き 下げら れた。

あわせて， 地区単位や敷地単位で建物の高さ を 設定で

き る， き め細かな高さ 規制の仕組みも 設けら れた。

②建物等のデザ

イ ン 規制の見

直し

建物や工作物のデザイ ン について， 風致地区や景観地

区， 建造物修景地区等の指定を 拡大し ， 市街地のほぼ

全域で 地域特性に合わせたデザイ ン 基準が定めら れ，

優れた都市景観の保全・ 形成が図ら れた。

③眺望景観や借

景の保全

眺望景観や借景に関し て， 全国で初と な る 京都市独自

の「 眺望景観創生条例」 を 制定し ， 38 カ 所の優れた眺

望景観や借景が眺望景観保全地域と し て指定さ れた。

④屋外広告物対

策の強化

屋外広告物の基準を 建物等の高さ やデザイ ン 基準に対

応する よ う 見直すと と も に， 屋上や点滅式・ 可動式の

屋外広告物を 市内全域で規制する など の見直し が行わ

れた。 ま た， 優良な 屋外広告物に対する 表彰や助成制

度を拡充し ， 都市景観の向上が図ら れた。

⑤歴史的建造物

の保全・ 再生

京町家な ど の伝統的な建造物の外観の修理・ 修景に対

する 助成制度の活用を 推進する と と も に， 景観重要建

造物の指定制度を 積極的に活用し ， それら を 地域の核

と し て歴史的な町並みの再生・ 拡大を 図る 取組を 一層

推進する こ と と さ れた。
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する「 歴史都市・ 京都創生策（ 案）」 を翌年発表し ， その

取組を続けてきた。

　 こ の他， 日本建築学会は京都と いう 特定の都市を対象に

し た政策提言「 京都の都市景観の再生に関する提言」 を 2

度にわたっ ておこ なっ ている。

　 3 つ目は国における景観法制定の動きである。 全国各地

で広がる町並み保全や景観づく り の取組と 自主条例制定の

動き を受け， 国土交通省は平成 15 年に「 美し い国づく り

政策大綱」 を発表し ， 翌年 6 月に景観法を公布し た。 こ の

法律制定により 初めて景観に関する総合的な法整備がなさ

れたこ と から ， それまで任意条例でおこ なっ ていた地方公

共団体の景観行政にと っ て強力な後ろ盾を得るこ と になっ

た。

　 こ のよう な状況の下で， 新景観政策の問題意識と し て，

まず①京都ら し い景観の著し い変容があり ， こ のままでは

京都が京都でなく なると いう 危機感があっ たこ と はいう ま

でも ない。 し かし ， それにと どまら ず， ②伝統産業をはじ

めと する産業の長期にわたる不振や， ③都心部のマンショ

ン問題に象徴さ れる都心の混乱の状況があり ， そこ に追い

打ちをかけるよう に， ④京都と いう ブラ ンド 力の低下と い

う 強い危機感があっ たこ と も 確かである。 そし て， こ れら

の問題の打開策と し て京都ら し い景観を取り 戻し ， その結

果，京都の魅力と ブラ ンド 力を向上さ せると いう 歴史都市・

京都の創生策が提案さ れたのである。

（ ２ ） 過程

　 政策素案は 1 年 3 ヵ 月に及ぶ審議会やシンポジウムなど

での議論を経てまと めら れた答申をも と に作成さ れ， パブ

リ ッ ク コ メ ント を経て案が決定さ れた。 議会や審議会での

決定プロセスは， 新景観政策が 5 つの規制と 総合的支援の

施策を総合的にパッ ケージさ れたも のであるため，議会（ 条

例・ 予算） →美観風致審議会→都市計画審議会→美観風致

審議会の順におこ なわれた。 市民の代表である市会で政策

全般の議論をし た上で， 学識者や専門家， 市民代表で構成

さ れる審議会で議論し たのである。

　 パブリ ッ ク コ メ ント 発表後， 広告や宅建などの業界団体

や市民団体など様々な個人・ 団体から 賛成・ 反対を含めた

多く の意見や要望書が寄せら れ， 市民を巻き込んだ広範な

議論が起こ っ た６ ）。 様々な意見がある中でマスコ ミ はそれ

ら を伝えるだけでなく ， 独自に集めた情報を記事にするも

のも あっ た。 中でも 2 月市会直前の 2 月 15 日に掲載さ れ

市計画及び景観計画の 4 つの規制地区（ 高度地区， 景観地

区， 風致地区， 建造物修景地区） の変更をおこ なっ て実施

し た。

（ １ ） 背景

　 こ のよう な大規模で総合的な景観政策を立案するこ と に

なっ た理由と し て 3 つの背景と 4 つの問題意識が見えてく

る。

　 まず， 京都市は「 京都ら し い景観を構成する京町家や三

山の眺望をはじ めと する貴重な景観資源が消失するなど，

京都ら し い景観が急速に失われつつある」 と の認識から 平

成 17 年 7 月に「 時を超え光り 輝く 京都の景観づく り 審議

会」（ 以下「 審議会」） を設置し ，「 時を超え光り 輝く 京都

の景観づく り について～歴史都市・ 京都にふさ わし い京都

の景観のあり 方について～」 と 題する諮問をおこ なっ た。

こ の諮問に先立ち 3 つの大きな流れがあっ た。

　 1 つは都心部でのマンショ ン乱立を契機と し た町並みの

調和と 再生の取組である。 バブル経済以後の景気低迷によ

る地域経済の不振や地価下落を背景に低未利用地での高層

マンショ ンの建設が急速に進み， 歴史的市街地での京町家

の町並みや居住文化が大き く 変容する恐れがあっ たため，

京都市は平成 10 年（ 1998） に「 職住共存地区整備ガイ ド

プラ ン」 を策定し て都心部のまちづく り に取り 組んだ。 中

でも 都心部の町並み変容が著し いこ と から，同 15 年（ 2003）

4 月に高度地区の変更， 美観地区の指定， 特別用途地区の

指定をおこ なう 「 京都市都心部の新し い建築のルール」 を

実施し た。

　 2 つ目は平成 14 年（ 2002） に発表さ れた京都経済同友

会の「 京都の都市再生推進に向けての緊急提言」 である。

こ れは「 大都市でさ え人口が減る時代」 が到来し 世界の諸

都市がグローバルスタ ンダード で国際的に比較さ れる時代

の中で， 京都は単なる歴史的な都市ではなく 先進性を持っ

た都市であり ， 京都の持つポテンシャ ルを最大限に発現さ

せ活用し ていく 視点を重視すべき と 訴えている。 そし て，

京都における都市再生推進の基本戦略と し て“ 歴史と と も

に暮ら す都市の再生” をキーコ ンセプト に，「 保全・ 再生・

創造をセッ ト にし た都市づく り 」 や「『 担い手』 の定着を

重視し た歴史的市街地の再生」 など 4 つの推進方策を示し

た。 こ の緊急提言は新景観政策における問題意識と 方向性

を京都の経済団体が明確に示し たと いえるも のである。 京

都市はこ の提言を受け， 景観・ 文化・ 観光をキーワード と
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　 恒常的な協働システムでは， 建築関係や宅建などの事業

者と 学識者， 行政と で構成する「 京都市景観デザイ ン協議

会（ 後に景観デザイ ン会議）」 を条例成立後直ちに設置し ，

デザイ ン基準のあり 方や優れた建築計画の誘導のあり 方に

ついて調査・ 検討し ， 提案も おこ なっ ている。 その提案を

基に平成 23 年 4 月には条例改正を含めた景観政策の進化

をおこ なっ た。 こ の時， それまでの規制だけでなく 地域で

の景観づく り の機運づく り を支援する地域景観づく り 協議

会制度や， 優れた建築計画を誘導するための制度が創設さ

れている。

　 屋外広告物では， スタ ート 以前から 強い姿勢で臨む京都

市と 困惑する事業者の様子がマスコ ミ で報じ ら れていた。

各地で是正が始まると 未実施のも のに対する批判の声が上

がっ てきた。 そこ で既設の屋外広告物の猶予期限である平

成 26 年（ 2014） 8 月末に向けて， 2 年前から 屋外広告物

適正化の取組を抜本的に強化し ， 屋外広告物制度の定着促

進， 是正のための指導の強化と 支援策の充実， 京都にふさ

わし い広告物の普及啓発を 3 本柱に， 集中的に取組がおこ

なわれた。 その結果， 取組実施時点で 7 割が不適合であっ

た屋外広告物が， 同 30 年（ 2018） 3 月末には 96％が適正

表示になっ た。 京都の市民力の賜物である。

　 景観重要建造物では， 指定拡大や助成制度の拡充・ 整備

をおこ なう ほか， 平成 20 年（ 2008） の歴史まちづく り 法

制定を受けて京都市は翌年 11 月に京都市歴史的風致維持

向上計画を策定し ， 同時に国の認定を受けるこ と によっ て

歴史的建造物を法に基づき維持保全する手法を拡大し てい

る。 こ の結果， 同 30 年 3 月現在で景観重要建造物 97 件，

歴史的風致形成建造物 90 件， 本市独自の歴史的意匠建造

物 107 件の合計 205 件（ 重複指定は 1 件と カ ウン ト ） が

指定さ れている。

　 景観をめぐ る環境は日々変化し ている。 近年では京都御

所に隣接する梨木神社の境内でのマンショ ン建設や， 四条

通に面する四条京町家の取り 壊し と いっ た事態が起こ っ た。

特に前者ではこ れまで当たり 前と 思っ ていた寺社までも が

様々な事情で変容する可能性があるこ と をまざまざと 突き

つけら れる結果と なっ た。 そこ で大規模寺社周辺ごと の詳

細な調査を実施し ， 平成 30 年 3 月に眺望景観創生条例な

どの歴史的景観保全に関係する条例の改正がおこ なわれた。

また経済団体や市民団体から の要請を受け， 京町家に特化

し た保全・ 継承の条例を制定する検討が始まり ， 同 29 年

た「 京都新聞」 の記事は， 同社の世論調査結果を「 規制強

化賛成 8 割超」 と 大きな見出し を付けて報じ たも のであり ，

政策決定過程に大きな影響を与えるこ と と なっ た。

　 議会は当初見解が二分し ていた。 論戦の最後の場と な

る 2 月市会は 2 月 20 日から 始まり ， 本会議， 予算委員会，

建設消防委員会と 場面を 移し ながら ， 最終本会議の 3 月

13 日には未明に及ぶ激論の末， よ う やく 可決成立と なっ

た。 議決では結果と し て全会一致で可決さ れ， あわせて議

員提案の政策推進に関する 8 項目も 決議さ れている。 こ の

時に決議し た 8 項目の概要は表 2 の通り であり ， その後の

政策の展開に大きな影響を与えた。

　 こ のよう な経過を見ると ， まさ に市民や業界を巻き込ん

だ大きな議論が起こ り ， その中で市会が全会一致と いう 形

で決意を示し ， 今後の京都市政の大きな方向を決めたと い

える。

（ ３ ） 展開

　 京都市会による 8 項目の決議は， 新景観政策の展開に大

きな影響を与えた。

　 まず，景観政策検証システムでは，政策の検証と し て『 京

都市景観白書』 を作成し 市民に周知すると と も に， 市民が

意見交換をおこ なう 「 京都市景観市民会議」 を開催する仕

組みが整えら れた。こ れは平成 23 年（ 2011）3 月から スタ ー

ト し ， 毎年， 景観白書の発行と 景観市民会議の開催がおこ

なわれている。

表２ 　 新たな景観政策の推進に関する 決議
＜平成 19 年 2 月市会定例会（ 要約） ＞

１ 景観政策検証システムの構築

２
新たな景観政策の市民や事業者への分かり やすく

効率的な周知徹底

３
既存不適格マンショ ンに関する金融機関への要請，

支援策

４
公共建築物の率先垂範・ 建築設計関連団体等と の

恒常的な協働システムの構築

５ 狭小宅地以外（ 100㎡以上） についても 柔軟に対応

６
京町家等の景観重要建造物の維持管理の助成制度や

買取制度の推進

７ デザイ ン審査体制の整備， 職員の資質の向上等

８ 速やかな違反広告物の是正と 良好な広告物の誘導
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条例を平成 24 年（ 2012） に制定し ７ ）， 歴史的建築物の保

存及び活用を図っ ている。

　 こ のよ う な経過を たどる と ， 新景観政策は施行日の平

成 19 年 9 月 1 日に完結と は決し ていえず， むし ろその日

は政策進化のスタ ート の日であっ て， 時々の課題を乗り 越

えながら 社会情勢の変化に応じ て新たなテーマを設定し ，

次々と チャ レンジし ていく よう なも のと いえる。

（ ４ ） 影響・ 効果

　 新景観政策は実施前から 経済や生活への影響を懸念する

意見や報道が様々になさ れ， 実施後は地価や住宅・ 建設産

業への影響などが頻繁に報じ ら れた。 そこ で京都市は土地

や建物の価格， 住宅着工の動向を細かく 分析し ， 平成 23

（ 2017） 11 月に「 京都市京町家の保全及び継承に関する条

例」 が成立し た。  

　 こ の他， 歴史的建築物の活用の取組も 進めら れた。 建物

を活用する際に改修や用途の変更等をと も なう 場合がある

が， その時建築基準法の適用が問題になる。 歴史的建築物

は建築基準法制定以前に建っ ているので同法の適用は及ば

ないが， 増築や用途の変更をおこ なおう と する場合に既存

部分も 含めて同法に適合するこ と が求めら れ， 価値のある

意匠や形態等を保存し ながら 使い続けるこ と が困難になる

こ と がある。 そこ で京都市は， 景観的・ 文化的に特に重要

なも のと し て位置付けら れた建築物について， 建築物の安

全性等の維持向上を図るこ と により 同法の適用を除外する

図３ 　 自然動態と 社会動態の推移

図４ 　 個性的で美し い景観の形成（ 京都市市民生活実感調査）

質問： 京都の個性的なまちなみ景観が守ら れている 。
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『 T ravel ＋ Leisure（ ト ラ ベル・ アンド・ レジャ ー）』 誌（ ア

メ リ カ ） がおこ なっ た読者投票『 ワールド ベスト アワード

2015』 において， 世界の人気都市を決める『 ワールド ベス

ト シティ 』 ラ ンキングで， 京都が 2 年連続で 1 位と なっ て

いる（ 観光客数と 外国人宿泊客数の推移〈 図 5・ 6 〉）。

　 こ のよう な状況から ， 新景観政策の意義や効果と し て以

下のこ と を挙げるこ と ができる。

　 1 つは， 行政が経済界や市民の幅広い支持を得て， 歴史

都市・ 京都の特徴と 魅力を最大限に活かす， 京都なら では

の新し いまちづく り に大きく 舵を切っ たこ と である。 そし

て， そのこ と により 国内外の評価を高め， 都市格の向上に

大きく 貢献し たと いう こ と である。 し かも ， 現時点では負

の効果はあまり 指摘さ れていない。 こ れは京都創生策が目

指し たと こ ろであり ， 都市のブラ ンド 力強化に成功し たと

いえるだろう 。

年 3 月から 『 景観白書』 を毎年発表し た。 こ れによると ，

大阪， 神戸など他都市と 比較し て特異な傾向はみら れない

と し ており ， 経済データ では政策実施によるマイ ナスの影

響は特に確認さ れていない。 それどこ ろか， 人口動態や市

民意識， 観光・ 産業などでプラ スの影響が表れている。

　 まず人口動態では京都市の人口が横ばいから 減少傾向に

あるも のの， 社会動態（ 転入数と 転出数の差） では新景観

政策導入の年（ 平成 19 年） に転出超過傾向が下げ止まり ，

平成 23 年から は転入超過に反転し ているのである（ 図 3）。

　 景観に対する市民の意識では，『 新景観政策　 10 年と こ

れから 』（ 京都市） において「 京都の個性的な町並み景観

が守ら れている。」 の質問が取り 上げら れ，「 そう 思う 」 及

び「 どちら かと いう と そう 思う 」 の割合が新景観政策実施

当初の約 4 割から 着実に増加し ，約 6 割と なっ ている（ 図 4）。

　 観光面では， 世界で最も 影響力をも つ旅行雑誌の 1 つ，

図 6　 外国人宿泊客数の推移（『 平成 28 年京都観光総合調査』 平成 29 年７ 月）

図 5　 観光客数の推移（『 平成 28 年京都観光総合調査』 平成 29 年７ 月）

（ 注意） 平成 23 年及び平成 24 年は調査手法の変更によ り 観光客数を 推計し ていません。



98

第２ 章　 文化的景観から みた京都の現在

　 2 つ目は， 政策の決定過程で様々な意見や議論があっ た

が， 京都の経済力や都市の魅力， そし てブラ ンド 力の低下

と いう 危機感を背景に， 多く の市民や経済団体の支援の下

で市会の全会派が一致し て議案を可決し ， 歴史都市・ 京都

にふさ わし い景観まちづく り の推進に踏み出すこ と ができ

たこ と である。 京都が景観について 1 つになれたのである。

　 3 つ目は， こ の高まっ た京都ブラ ンド により ， 新たな観

光の掘り 起こ し や歴史的資産の活用・ 創造， 伝統技術と 先

端技術と のコ ラ ボや融合， 文化の文脈やコ ンテンツの活用

など， 新たな産業振興や文化創造の機会が増大し ， 豊かな

居住や営みの再構築の機会が訪れてきたこ と である。 こ れ

ら の機会はまだまだ可能性の域を出ていないが， それら を

活かし ていけるかどう かは京都人と 京都ビジネスに委ねら

れているのであり ， まさ に創造のシーズが豊富になっ たと

いえるだろう 。

５ 　 自治の風土に育まれた文化的景観

　 京都の文化的景観を形づく るう えで， 自然・ 地形・ 水系や，

そのも と で営まれてきた首都と し ての歴史， 経済的・ 文化

的な活動， 人々の暮ら し の蓄積などは欠かすこ と ができな

い要素である。 し かし ， こ の節で取り 上げたよう に， 明治

以降の近代化のなかで， 京都の都市ビジョ ンや景観に関す

る様々な意見・ 論争が景観に大きく 作用し ているこ と も 見

逃すこ と ができない。 こ れら は京都で築かれた自治の風土

と も 言い換えるこ と ができる。

　 市役所開庁から 昭和初期までの京都市の都市ビジョ ンは，

東山をはじ めと する三方の山々を保全し ， 公園都市あるい

は遊覧都市を目指す一方で， も のづく り 都市と し ての成長

も 目指し ， 西部や南部に工業地域を発展さ せよう と するも

のであっ た。

　 し かし 景観論争では， こ のよう な都市を築く と し ても ，

東山や鴨川， 高瀬川のよう に歴史的・ 文化的価値や風致を

損ねるよう な行為はおこ なう べきではないと し て， 保護す

べき文化財を指定すると と も に， 名勝・ 景勝地の周辺を広

く 風致地区に指定し て一定の行為を規制するほか， 風致を

みだす屋外広告物なども 規制するなど， 初期の景観の枠組

みが作ら れていっ た。

　 戦後になっ て高度経済成長が始まり ， それまでの開発と

は比べ物になら ない規模と 速さ で景観の変容が進んでいっ

た。 都市ビ ジョ ン では“ 北部保全・ 南部開発” が構想さ

れたが， 高度成長の副作用と し て双ヶ 岡や京都タ ワーなど

様々な景観論争を惹起し た。 こ の議論では， 古都の歴史的

景観を守る強力な対策が国も 巻き込んで求めら れたこ と か

ら ， 国は古都保存法を制定し ， 京都市は独自に市街地景観

条例を創設するなど歴史的風致や市街地景観の制度的枠組

みが整えら れていっ た。

　 その後， バブル経済期を迎えリ ゾート 開発をはじ めと す

る山林や山すその開発が進み， 市街地ではより 一層の高層

化が進行し ， 京都ホテルや京都駅ビルなど各地で景観論争

が起こ っ た。 都市ビジョ ンでは“ 保全・ 再生・ 創造の都市

づく り ” が構想さ れる一方で， 住民が自ら のまちを守ろう

と する“ まちづく り ” の動きも あら われた。 こ れら の論争

を踏まえ， 自然景観では， それら を保全するための条例の

図７ 　 四条通（ 平成 21 年→平成 30 年）（ 京都市撮影）
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し ていく 取組も 必要になっ ている。

　 ④京都のブラ ンド 力の低下については， ①から ③を背景

に， 各種の都市ラ ンキングや観光客数などを見る限り ， 確

実にブラ ンド 力が上昇し ていると いえる。 こ のブラ ンド 力

を一過性にし ないため， 京都市民には新たな魅力の創造が

求めら れている。 その魅力の源泉は抽象的な京都ではなく ，

具体的事象である個々の地域と そこ での営みである。 近年，

各地で地域景観づく り 協議会などの景観まちづく り の取組

が活発化し ており ， 京都のそれぞれの地域がさ ら に魅力の

ある町と し て磨きをかけると と も に， 建築をはじ めと する

個々の活動においても 伝統に培われた型だけにと どまら ず，

それを発展さ せる更なる取組が求めら れている。

　 最後に， 以上のよう な自治の風土をこ れから も 維持し ，

良好な景観づく り に活かし ていく ために欠かせない条件が

ある。 それは町中に職と 住が共存し ， 暮ら し や営みを通じ

て交流し ， まちづく り の主体と し て意見交換し ， 実践でき

ると いう こ と である。 自治を成立さ せるためには主体と な

る市民が町に住み， 働き， 様々なサービスが共有さ れてい

る必要がある。 それによっ て市民が町と 関わり をも ち， 他

人事でなく ， 自分事と し て町や景観を考えるこ と が可能に

なる。 すなわち，“ まちなか居住” が継続し ， 様々な仕事

と サービスが存在すると いう こ と である。 そし て， 市民が

様々な意見を交換し ， 活動する場所や場面が用意さ れてい

ると いう こ と である。

　 平成 30 年 3 月に京都市は，『 新景観政策　 10 年と こ れ

から 』 を発行し た。 平成 29 年度に 10 周年を迎えた新景観

政策の記念事業の結果と 今後の展望について， 様々な角度

から まと めら れたも のであり ， こ れから の景観政策の方向

性を示し ている。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   　 　 　（ 松田 彰 ）

制定や歴史的風土特別保存地区の大幅な拡大がおこ なわれ，

市街地景観では， 市街地景観条例の全面改定による地域特

性に応じ た高さ やデザイ ンの基準化と 詳細化がおこ なわれ

た。 また， 地域住民による景観まちづく り を支援する市街

地景観協定なども 制度化さ れた。

　 し かし ， 景観をめぐ る状況は経済変動と と も に様々に変

化し ており ， 京都ら し い景観がいつのまにか急速に失われ

つつあると いう 状況があっ た。 そこ で， 平成 19 年に高さ・

デザイ ン・ 眺望・ 屋外広告物・ 歴史的建造物の保全の 5 つ

を総合的に施策化し た新景観政策がスタ ート し た。 こ こ で

の問題意識は， ①京都ら し い景観の喪失に加え， ②京都経

済の不振， ③都心の空洞化， ④京都のブラ ンド 力の低下に

あり ， それら の解決の糸口と し て新景観政策が期待さ れた

のである。

　 現在， 新景観政策は進行中であり ， 時々の課題に応じ て

進化し ていると こ ろでも あるので， こ れら の問題意識に応

じ た現時点での到達点を述べておく 。

　 ①京都ら し い景観の喪失については， こ れ以上の混乱の

危機は避けら れた。 また， その結果， 京都の評価が高まり

都市格を向上さ せるこ と ができた。 し かし ， こ れで京都ら

し さ が維持さ れ， 継承さ れるかどう かは別の話であり ， 制

度がつく る枠組みの下で保全であれ， 創造であれ， 歴史と

現実に対峙し ていかなければなら ない。 生かすも 殺すも 今

後にかかっ ている。

　 ②京都経済の不振については， まずは新景観政策でマイ

ナスの影響が見ら れず， し かも 京都の評価の高まり に伴っ

て新し い京都ビジネスの芽も 報道さ れている。 むし ろ， 観

光を中心にし た好景気感が地価を押し 上げ， その弊害が出

ないか心配さ れると こ ろである。

　 ③都心の空洞化については， 都心部のイ ンナーで新たに

建つマンショ ンも 町家の規模と 比べほどほどの大きさ と な

り ， また和を感じ さ せるデザイ ンも 増え， 歴史的町並みと

の調整が進みつつある。 幹線道路沿道も 外壁や屋根が一定

そろい， 少々のズレがアク セント と なっ てスカ イ ラ イ ンの

整っ た沿道景観の形成に進み出し ている。 その上， 沿道の

屋外広告物が一変し ， 都市の風格にますます厚みをも たら

し ている。 し かし ， ベースと なる京町家や歴史的建造物の

減少には歯止めがかかっ ていない。 今後， こ れら の保全を

強力に進めるこ と はも ちろんであるが， 更に， 建築する際

に参照すべき建物を新たに創り ， 訪れたく なる建物を増や

註

１ ） 当時の市制は， 市に市会を 置き ， 市長は市会が推薦する候

補者の中から 内務大臣が天皇に上奏裁可を 求めて決定し た。

市会は助役と 名誉職参事会員を 選出し ， 市長， 助役， 名誉

職参事会員で構成さ れる市参事会が市の行政を統括し た。
２ ） 特別市制と は， 特別の大都市を 府県の管轄から はずし ， 府

県並みの権能を 付与するこ と によ り ， 広範囲な自治を 許さ

れた市の制度。 戦後， 初めて地方自治法に大都市を 特別市
にし 得る規定が盛り 込まれたが， 昭和31年（ 1956） の地方

自治法改正でこ の規定が削除さ れた。

３ ） 昭和2年（ 1927） に永田兵三郎（ 都市計画委員， 京都市土

木局長） と 市村光恵（ 京都帝大教授／同年8～11月市長） と
の間で， 新聞紙上で争われた東山の景観に関する 論争。 永

田は東山の山頂に至る ケーブルカ ー又はト ンネルによ る エ
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　 　 添える一端と し て改修するこ と などが述べら れていた。 結
局， 同12年（ 1923） に京都市の都市計画部協議会で堀川の

暗渠・ 埋立が否定さ れ， 四条から 五条までを全て4間幅に広

げ， 石垣を築造改修するこ と になっ た。

６ ） 意見の中には， 政策に疑問を呈する意見広告が地元紙で4回
掲載さ れたり ， 2月市会開会中の3月1日には市役所前で大

規模な集会が開かれ， 慎重な審議を 求める 1万人署名が提

出さ れたり も し た。
７ ） 平成24年に， 京町家等の伝統的な木造建築物を 対象と し て

「 京都市伝統的な 木造建築物の保存及び活用に関する 条

例」 を 制定し ， 翌年には条例の対象建築物を 木造以外の建
築物にも 拡大する 条例改正を おこ ない， 名称を 「 京都市歴

史的建築物の保存及び活用に関する条例」 と 改めた。

参考文献

京都市市政史編さ ん委員会（ 2009・ 2012） 『 京都市政史』 第1・
2巻,京都市

京都市都市計画局都市景観部景観政策課（ 2009） 『 京都の景

観』 京都市都市計画局都市景観部景観政策課

京都市都市計画局都市景観部景観政策課（ 2018） 『 新景観政策　
10年と こ れから 』 京都市都市計画局

髙橋康夫・ 中川理編（ 2003） 『 京・ まちづく り 史』 昭和堂

松田彰（ 2018） 「 新景観政策10年の足跡」 京都市歴史資料館閲
覧図書

松田彰（ 2018） 「 新景観政策10年の足跡　 資料編」 京都市歴史

資料館閲覧図書
丸山俊明（ 2018） 『 京（ みやこ ） のまちなみ史―平安京への道　

京都のあゆみ』 　 昭和堂

レ ベータ ーの設置を 提案し たが， 市村はも っ てのほかと 反
論し ， 「 郷土美を 犠牲」 にし て「 私腹」 を 肥やさ んと する

者がいるなら 「 断乎と し て」 排斥し なければなら ないと 主

張し た。 京都の景観がき わめて貴重であると の認識は佐上

信一京都府知事にも あり ， 京都は「 日本に於ける宝物であ
るのみなら ず， 世界の宝物である」 と 述べている。

４ ） 市電敷設のための道路拡築路線を 河原町通と するか木屋町

通と するか議論になる中で， 大正 8年（ 1919） に京都市市
区改正委員会は木屋町通の拡幅を 決定し た。 こ れに対し ，

京都市会は「 木屋町線を 改め木屋町以西に於て適当な路線

を 選ぶ事」 と いう 意見書を 都市計画京都地方委員会（ 注：
都市計画法により 京都市市区改正委員会が改めら れた。 ）

に提出し たこ と から ， 同委員会で審議さ れたが， 大正10年

（ 1921） に木屋町線を 河原町線と する建議が否決さ れ， 同
年8月には木屋町線の計画が内閣によ っ て認可さ れた。 こ

れに対し ， 京都市会は同年9月に高瀬川名勝史蹟指定の意

見書を 可決し たこ と から ， 河原町通拡築に変更する 建議が
都市計画京都地方委員会に再提出さ れ， 大正11年6月に可

決さ れるに至っ た。 その理由と し て最も 重視さ れたのは，

木屋町線が烏丸線と 東山線の中間線と し て東に偏し ている

こ と ， そし て鴨川や東山の景観と の関連で高瀬川の史蹟保
存と 景観問題があるこ と であっ た。

５ ） 大正7年に京都電気鉄道（ 京電） が京都市に買収さ れる と ，

旧京電が走っ ていた堀川通を 15間幅の大道路と し て拡幅し ，
複線・ 広軌の市電を 走ら せる案が出てき た。 こ の場合， 堀

川を 暗渠又は埋立と する 必要が生じ たため， 堀川保存期成

同盟会が結成さ れ， 同9年 ( 1920） に同会が都市計画京都地
方委員会に陳情書を提出し た。 こ の陳情書には， 堀川は｢歴

史的価値」 があり 保存するこ と や， 保存と 同時に「 風致｣を


